
シンポジウム 『企 業 と市 民 の新 たな関係 をめ ぐって』 を振 り返 って

シ ンポジ ウム ・コーデ ィネー ター 石 塚 浩(情 報学部)

去 る12月8日 、平成13年 度(第16回)文 教大学公開講座の第6回 と して、上記 タイ

トルのシ ンポジウムが開催 された。基調講演を茅 ケ崎商工会議所会頭の大村 日出雄

氏 にお願い し、それに引き続 くデ ィスカッシ ョンのパ ネ リス トと して、基調講 演者

の大村氏そ して茅 ケ崎青年会議所の伊澤敏典理事長 に ご参加 いただいた。 さ らには

文教大学 の3名 の学生(島 田美里 ・情報学部4年 生、広沢健 ・同3年 生、廣 田恒 久 ・

同3年 生)も パ ネ リス トに加わった。

基調講演で は、企業が茅 ヶ崎地域 にどのような関わ りを有 して いるのか、茅 ケ崎

地域 に何 をで きるのかが問題 として提起 された。デ ィスカ ッシ ョンでは、パ ネ リス

トおよび受講者か ら多彩 な意見や質問が寄せ られた。企業だ けで はな く行政 や大学

への強 い期待を感 じさせる活発 なデ ィスカ ッションとな り、予定 して いた時刻 を15

分あまり超過 して終了 した。基調講演者 の大村氏をはじめ、伊澤氏、学生諸君 、 そ

して熱心 な受講生 の皆様 に改めて感謝 申 し上 げたい。

本稿 では、討論 された問題の うち、最 も関心の高 い もので あった経済問題 と環境

問題に焦点を しぼ って、市民社会 における企業の役割を考察する。

1.地 域経済 と企業活動

企業の社会的責任への評価 は、企業評価の指標 として、社会的側面(企 業市民 と

しての活動 、環境対策、従業員配慮、消費者対応 など)を 位置づ ける。 それ によ っ

て社会的価値部分 の不足や欠落が招 くリスクを回避 し、企業 イメー ジを向上 させ、

企業の経済 的価値 の向上に役立て ることができる。

企業 に対 して地域社会が最 も強 く求 めるのは、経済活動 を行 う過程 で売買 され る

財やサー ビス、そ して雇用の安定的提供だろ う。企業 は社 会の必要 とす る財 ・サー

ビスを供給する。必要があるか ら、供給す る財 ・サー ビスに価格がつ き、市場 で販

売 される。そ して、多 くの場合、企業 は利益を手 に入 れる ことになる。企業が生 き

続 けるために不可欠 な財 ・サー ビスの供給 は、同時 に、社会の立場 か ら見 て も、必

要 な行為 なのである。企業 は、社会のために、 もちろん自分の ため にも、社会が必

要 とす る財 ・サ ービスを供給 しなければな らない。そ して、 そのために従業員 を雇

用する。
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ところがバ ブル崩壊後の不況のなかで、そ うした経済活動 の好循環 は難 し くな っ

ている。企業を倒産 させないことが、現在 ほど切実 に求 め られている時代 はない。

倒産す ると多 くの場合、企業が消滅 して しまう。株主 の保有株式 は価値を失 って、

紙切れ同様 になる。従業員 は失業 に追 いや られ、家族 とともに生活難 に陥 る。 また

責任 は企業 の範囲だけに限 られ るものではない。倒産 は代金を まだ支払 いを受 けて

いない納入業者 、下請業者、借入金の返済を求める金融機関 、租税 ・雇用等 の点 で

深 い関係 を有 して いた地域社会等々の、企業外 の広 い範囲の人々 に損害 を及 ぼす こ

とになる。

また一方 、倒産をさせないことは大切だが、各企業の生 き残 り策 自体が、雇 用面

で地域社会への脅威 とな ることも多い。経済の グローバル化 は、国内の多 くの地場

産業を縮小 ・解体へ と向かわせ るとともに、国内生産拠点 の海外進出を促進 させて

い るか らだ。っま りは生産拠点の国際化にともな う産業の空洞化 問題 であ る。 国際

競争への短期的な対応のためには、生産拠点の国際化 は必然 ともいえ る。個 々の企

業 にとって空洞化の問題発生 に躊躇 していたのでは、国際的 な競争 に対応 して い く

ことは難 しいだろ う。現在、中国 などアジア諸国を生産拠点 とす ることが製造 コス

ト削減の決 め手である。ユニクロを店舗展開す るフ ァース トリテイ リングは、60社

に及ぶ中国企業に生産委託 して いる。また小型 モー ター製造 の トップメーカーで あ

るマ ブチは、国際的な競争力を高 めるために果敢に海外進出を行 って きた。 その結

果、実質的に海外生産100%を 達成 している。

以上の ように厳 しい不況 とグローバル化のなかで 日本企業 の多 くは、雇用 に関す

るジレンマに直面 している。 日本の企業 は、 これ まで終身雇 用を当然 の こととして

経営 して きた。雇用調整 は、パ ー トやアルバ イ トをバ ッファー として使 い、正規 の

従業員 には及ばないようにしてきた。従業員の忠誠心 を増大 させ、 モチベー シ ョン

に も、多大な効果 を上 げてきたと思われる終身雇用であ るけれど も、維持 してい く

ことが難 しくな ってきて いる。自動車、電機、スーパ ーなどの戦後 の成長 を支 えた

各産業 は成熟期を迎えゼロ成長、マイナス成長 に陥 る企業 も増 えて きて いる。す べ

ての従業員 に終身雇用 と年功序列を保障す ることは、企業 にとって大 きな負担 となっ

ている。そのため企業が雇用調整 に本腰 を入れざるを得 ない状況 になって きて いる。

また、空洞化 は雇用問題だけではな く、生産技術や生産 ノウハ ウの停滞 を惹起 す る

可能性 もあ る。

各企業 が生 き残 りを模索するなかで、工場閉鎖は決 して否定 されない選択肢 となっ

た。地域社会にとって工場の閉鎖 は脅威である。それで は、 ど うすればよ いのだ ろ

一35一



うか。 これにっ いて はアメ リカの事例 が参考 になると思 われ る。1970年 代か ら80年

代 にか けて ドルが高 く評価されていたときに、米国で は空洞化 が進 んだ。企業 は海

外で調達 したほうが有利だ とみれば積極的 にアウ トソーシング し、国内の工場 を閉

めて海外 で生産を始 める事例 は数多 くあ った。その結果、 テ レビの生 産の ように競

争力を完全に失 う例 も生 じた し、産業 ごと消滅する例 もあった。

こうしたなか、米国では、旧来型企業 の支援 よりも活力 ある若 い企業を応援 す る

ことに力 が注 がれた。各地 に リサーチパ ークの建設が多 くな ったの も、 この時期 で

ある。つまりはベ ンチャー企業 など付加価値 の高い ビジネスを中心 と した新 しい産

業体制 に見事 に転換 した。反対 に空洞化 で消滅 した とされていた産業 であ って も、

ドル安 になると輸出志向の企業が誕生す るなど、そこに新 しい企業が登場 して くる。

結局 のところ、最 も大切 なもの は起業家精神で、 ビジネス ・チ ャンスが あると見れ

ばそ こに積極的に リスクを賭 けていく気概 と、それを しやす くす る支援体制で ある。

起業家精神 が発揮 されないとすれば、事業 の革新性 を志向す るベ ンチ ャー ビジネ

スは興隆 しない。起業家精神 は、経済的条件 の産物ばか りでな く、社会的文化 的条

件の産物 で もある。で きるだけ競争を回避 し、横並 びをよ しとす る文化の中で はこ

れまで 日本的経営の長所 とされて きた諸点を育てるには適 していたか もしれ ない。

あえて独 自に リスクを とっていく起業家精神 は育 ちに くいか もしれない。 日本 の文

化の中では起業家精神が育まれに くいというな ら、 そ うした文化 その もの も変容 が

迫 られているのか もしれない。それは決 して 日本 的経営を支えて きた価値観 を否定

す るとい うことで はない。人材 の育成や評価 にっいて、長期 的 な考 えが優 れてい る

面 もある。 しか し雇用などをみ ると、人材の流動性 を妨 げて社会的 な適材適所 が実

現 しにくい一面があ る。今回の シンポジウムにお いて も日本の伝統的 な雇用形態 の

弊害を指摘す る意見があ った。

また、ベ ンチ ャー企業だ けで はなく旧来型の企業であ って も、開発 、生産過程 で

の技術革新が必要である。情報技術 を活用すれば、流通 や在庫 のコス トを大幅 に減

らせる。賃金が高 くて も高付加価値分野 を中心 にすれば産業 の空洞化 は生 じない。

っま り技術の高付加価値化であり、その重要な手段 の一っが特許で あるといえ るだ

ろう。模倣 されに くい製品差別化を実現できるか らだ。各企業が経営革新を追求 す

ることが、地域の活性化 にっながる図式 こそ重視されるべ きだ ろう。

2.環 境問題と企業活動

昭和40年代に社会問題化 した公害問題に対 しては、公害防止条例の整備や各企業
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の取 り組 みによって、改善が図 られてきて いる。公害 問題 と環境問題 とは、 どのよ

うに異 なるのであろうか。環境問題 と公害問題 との相違点 にっ いて、河野(1998)は

次 のように述べて いる。

「主 たる相違点 は二つ ある。第一 は、問題の対象地域 の広狭 であ る。昭和40年 代

の公害問題 の場合、概 して、公害の惹起者 とその被害者 との関係 を、被害 を引 き起

こした工場周辺 という特定の狭 い地域内で確定できた。 このため、公害 問題 にっ い

て は、地域 的個別的に対応す ることが可能であった。他方、環境 問題 の場合 、その

対象地域 は、酸性雨のように一国のかなり広範囲の地域 や隣国に及ぶ ものか ら、温

暖化 のように地球全体 に影響す るものまで、非常 に広範 囲であ る。 このため、 この

問題の惹起者 と被害者、あるいは発生源 と被害者(ま た は被害地域)と の間の直接的

な因果関係 を確定す ることを難 しくして いる。 この ことは発生源別 の個別対応が困

難 であることを示唆す る。

第二 は汚染物質排出か ら被害発生 までの期間である。公害 問題 の場合、被 害 は、

企業 ない し事業所か ら汚染物質の排出後、比較的短時間で表面化 した。換言す ると、

公害問題 は企業ないし事業所か ら排出される年々の汚染物質 によ って引 き起 こされ

たといえ よ う。 この意味で公害問題 はフローの問題 といい うる。環境 問題 の場合、

被害 は、温 暖化やオゾン層 の破壊 に典型的に見 られ るよ うに、汚染物質 が累積 した

結果、漸次顕在化す るために、かな りの年数が見込 まれて い る。 か くして環境 問題

はス トックの問題 といい うる」。

環境問題 は、公害問題 よりも広範囲で長期の問題 に関わ るといえる。 その ために

個別企業の責任を追及す ることは難 しくなっている。その結果、環境問題 の解決 に、

法的規制だ けでは不十分 になっていることは否めな い。企業活動 その もの に環境 を

守 るインセ ンテ ィブを組み入れ る必要がある。今回 の シンポ ジウムで基調 講演を頂

いた大村氏 の経営す る大村紙業では、段ボールを製造 して い る。大村氏 によれば、

段 ボールの リサイクル率 は非常に高 く、事業活動 のなか に環境への配 慮が組み込 ま

れて いるという。 このよ うな形態が他の産業で も広が ることが望 ま しい。 いわ ゆ る

資源の生産性を高める工夫である。

ISO(国 際標準化機構)に つ いて はシンポジウムにおいて指摘 があ ったが、ISOの

ISO14000シ リーズはその促進剤 になるか もしれない。環境 を保全 しなが ら企業活動

を展開す ることが、 これか らの企業行動の大前提 にな る。その ため には、環境保護

に関す るコス トを経営活動の中 に組み込んでいかなければ な らない。環境破壊現象

が起 こって きた理由 として は、環境 コス トを市場経済 の外 側で処理 して きた ことが
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指摘できるだ ろう。工場で排出 される各種の有害物質 は、近 くの河川 や海 に垂れ流

されてきた。生活排水にっいて も同様である。そ うした行為 が累積 して環境を悪化

させて きた。

これか らは、環境 コス トを市場経済の内部 で処理 してい く。別の言 い方 をすれば、

環境保全 に必要 なコス トを個 々の企業が、経営 の中 に取 り込 んでい くことが求 め ら

れて いるのである。 これまでは、環境 コス トを支払わない企業 ときちん と対応 して

きた企業 との間に一種の不公平感が生 まれていた。

しか し、 このよ うな不公平を放置 してお くことはで きない。 そのき っか けになる

のが 「ISO14000シ リーズ」であるといえ るだろう。ISOは 国際的 に自由貿易を拡大

させてい くためには、国や地域によって、製品や サー ビスの規格 や基準が まちまち

だと不便なため、世界共通の規格、基準 を設定 しよ うと戦後間 もなく発足 した。

ISOは 、各国の専門家で構成 される専門委員会、分科会、 ワーキ ンググループな

どの審議を経て、個々の製品にっ いて国際規格 を作成す る。 日本 の場合 、 日本工業

規格がそれにあた る。このISOが 中心 とな って 、現在、環境分野 の企業行動 にっ い

て、国際規格作 りを進めている。ISO14000シ リーズと呼ばれ るものがそれである。

ISO14000シ リーズの目的は、企業が環境に配慮 した行動 を とって い るか ど うかを

客観的に把握す るため、 これまでにどのよ うな対策 を実施 して きたか、今後 どの よ

うな計画 と目標 を持 っているか、さらに計画や目標が具体的 に実行 されて いるか ど

うかの監査方法 をどうす るかなどが総合的 にわか る環境管理 と監査 のための国際規

格の作成である。

現在、Isoi4000シ リーズとして検討 されている主 な内容 は次の とお りである(河野:

pp.242-244)0

(1>環境管理 システム

環境方針の作成、責任体制など組織 の整備、方針 に基づ く目標の設 定、管理計画

の作成 と運営、管理 システムの監査など。

(2)環境監査

一般原則
、環境管理 システムの監査、監査人資格 など。

(3)環境 ラベ リング

環境への影響度をチェック し、一定 の基準を満 た した製品 に対 し、 ラベルを与え

るための規格。

(4)環境パ フォーマ ンス評価

環境管理 システムの改良、排出物の排出状況の改善などをチェックする規格、環境管理
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システムの環境パフォーマンス評価、作業 システムの環境パフォーマンス評価など

(5)ライフサイクル ・アナ リシス(LCA)

製品 の原料調達か ら製造、流通、消費、さらに使用後廃棄 され るまでのあ らゆ る

段階での環境への影響を総合的に評価す る方法の規格。

ISO14000シ リーズの制定は企業行動 に革命的な変化を与えることにな るだろ う。

なぜな ら、ISO14000を 受 け入れ るかどうかは企業の自由意思 に委 ね られて い るが、

実 際にはISO14000シ リーズを受 け入れられない企業 は、環境軽視企業の レッテルを

貼 られるか らである。その意味で、市民の側か らの環境軽視企業への厳 しい制 裁を

前提 として いる。自動車各社は、排気 ガスの浄化度 をかな り高 めた自動車 を販売 し

て いるが、売れ行 きは一般 に好調であるという。消費者 の意識 が高 まって きて いる

証 左 といえ るとともに、税制上の優遇措置が採 られて いる こと も見逃 せない。消費

者 の環境への意識を高 め、企業側の環境へのイ ンセ ンテ ィブを向上 させ る上 で、規

制 だけではなく優遇措置が重要であることを示 して いる。

3.企 業 と市民の新 しい関係

企業 と市民の関係 とい うと、従来か ら2っ の見方 があ ったよ うに思 う。一っ は、

企業を生活 の場を提供 し、地域社会の発展の原動力 であ るとみ るもので ある。経済

活動の中心的役割を果た している企業のプラスの側面 を捉 えた ものであ る。 もう一

っは、利益追求 の活動において生 じる、環境破壊 などの問題 に対す る企業責 任を問

うものであ る。企業活動 のマイナス面を指摘す るものだ といえ るだろ う。双方 の見

解 は、 ときに衝突 し矛盾す ることがある。 しか し当然だが、一方の見方 のみ に与 す

るわけにはいかない。 これ ら2っ の見解の目標を両立 させ ることが理想 であ り、そ

の方策を求 めていかねばならないだろ う。

今回の シンポジウムは、理想の実現 に必要な問題点を顕在化させ たと考 え られ る。

今後 は、その解決 に取 り組 まなければならない。市民 ひ とりひ とりの自発的で積極

的な努力が欠かせないだろう。
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